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一
頁

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正

一

産
業
医
の
定
期
巡
視
の
頻
度
の
見
直
し

産
業
医
は
、
事
業
者
か
ら
、
毎
月
一
回
以
上
、
次
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
事
業
者
の

同
意
を
得
て
い
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
二
月
に
一
回
作
業
場
等
を
巡
視
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

衛
生
管
理
者
が
少
な
く
と
も
毎
週
一
回
行
う
作
業
場
等
の
巡
視
の
結
果

２

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を
防
止
し
、
又
は
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
情

報
で
あ
っ
て
、
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
に
お
け
る
調
査
審
議
を
経
て
事
業
者
が
産
業
医
に
提
供
す
る
こ
と

と
し
た
も
の

二

健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
医
師
等
か
ら
の
意
見
聴
取
に
必
要
と
な
る
情
報
の
医
師
等
へ
の
提
供

事
業
者
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
、
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
意
見
聴
取
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の

業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

休
憩
時
間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
等
に
関
す
る
情
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二
頁

報
の
産
業
医
へ
の
提
供

事
業
者
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
の

算
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
た
時
間
が
一
月
当
た
り
百
時
間
を
超
え
た
労
働
者
の
氏
名
及
び
当
該
労

働
者
に
係
る
超
え
た
時
間
に
関
す
る
情
報
を
産
業
医
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
改
正

次
に
掲
げ
る
省
令
に
つ
い
て
、
事
業
者
は
、
医
師
か
ら
、
こ
れ
ら
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
意

見
聴
取
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則

２

鉛
中
毒
予
防
規
則

３

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則

４

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

５

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則



三
頁

６

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則

７

石
綿
障
害
予
防
規
則

８

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離

放
射
線
障
害
防
止
規
則

第
三

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


